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　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）が平成９年６月に改正され、

廃棄物処理施設の設置に際し許可を要するすべての施設について生活環境影響調査の実施が義務づ

けられました。

　当協会では、現場調査、室内での分析、数値シミュレーションまでを一貫して実施することが可能

であり、様々な廃棄物処理施設の生活環境影響調査業務を行っています。お気軽にご用命くださいま

すようご案内申し上げます。

最終処分場

汚泥再生処理センター

焼却施設



種　　類 規　模　等
一
般
廃
棄
物

ごみ処理施設
焼却施設以外の施設 処理能力 5t/ 日以上
焼却施設※ 処理能力 200kg/h 以上 または火格子面積 2m2 以上

汚泥再生処理センター（し尿処理施設） すべて
最終処分場※ すべて

産
業
廃
棄
物

汚泥の脱水施設 処理能力 10m3/ 日を超えるもの
汚泥の乾燥施設 処理能力 10m3/ 日を超えるもの（天日乾燥施設　100m3/ 日）

汚泥の焼却施設※ 処理能力 5m3/ 日を超えるものまたは処理能力 200kg/h 以上
または火格子面積 2m2 以上

廃油の油水分離施設 処理能力 10m3/ 日を超えるもの

廃油の焼却施設※ 処理能力 1m3/ 日を超えるものまたは処理能力 200kg/h 以上
または火格子面積 2m2 以上

廃酸又は廃アルカリの中和施設 処理能力 50m3/ 日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設 処理能力 5t/ 日を超えるもの
廃プラスチック類の焼却施設※ 処理能力 100kg/ 日を超えるもの　または火格子面積 2m2 以上
汚泥のコンクリート固型化施設 重金属等を含むもの
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて
廃 PCB 等、PCB 汚染物又は PCB 処理物の
焼却施設※ すべて

PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設 すべて
その他の焼却施設※ 処理能力 200kg/h 以上または火格子面積　2m2 以上
最終処分場※ すべて

備考）※：生活環境影響調査書の縦覧を要する施設 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律より作成」

【生活環境影響調査の実施が義務づけられている廃棄物処理施設】

調査事項の整理

調査対象地域の設定

現況把握

予　　測

影響の分析

生活環境影響調査書の
      　作　　成

廃棄物処理施設の種類や規模並びに地域特性等を勘案して調査事項の
具体的な生活環境影響調査項目を選定する。

廃棄物処理施設の種類や規模並びに自然的・社会的条件等を踏まえて
調査対象地域を設定する。

生活環境影響調査項目の予測に必要な自然的・社会的条件の現況を既存
資料又は現地調査により把握する。

対象施設の構造や維持管理を前提として、計算又は既存事例からの類推
等により生活環境影響調査項目の変化の程度及びその範囲を予測する。

環境基準等の目標との整合性を検討し、生活環境への影響が実行可能な
範囲内で回避され、又は低減されているか事業者の見解を明らかにする。

生活環境影響調査の結果について、所定の事項を記載した生活環境影響
調査書としてとりまとめる。

【生活環境影響調査の流れ】

調査・予測関係　：環境部　環境保全課
料金・見積関係　：総務部   渉外課      
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